
時
の
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま

た
、
以
下
の
と
お
り
譲
渡
会
を
開
催

し
ま
す
。

会
場　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所

日
程　

7
月
20
日
㈯

時
間　

午
後
1
時
〜
４
時

内
容　

本
県
に
登
録
し
て
い
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
の
保
護
猫
の
譲
渡
会
を

県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
ま

す
。30
〜
40
匹
の
猫
が
参
加
予
定
で
す
。

　
な
お
、
譲
渡
に
は
条
件
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
当
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

開
催
日
時

7
月
29
日
㈪
、8
月
5
日
㈪
、

8
月
19
日
㈪
、8
月
26
日
㈪

会
場　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
本
所

受
付　
午
前
9
時
30
分
〜

体
験　
午
前
10
時
〜
正
午

参
加
対
象

小
学
4
年
生
〜
６
年
生

申
込
開
始

7
月
16
日
㈫

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
）

問
合
せ

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
本
所

☎
０
４
７
６-

９
３-

５
７
１
１

　

保
険
料
率
は
、都
道
府
県
ご
と
に

決
定
し
、２
年
ご
と
に
見
直
す
よ
う
に

法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

☆
保
険
料
は
、被
保
険
者
全
員
が
負

　

担
す
る「
均
等
割
額
」と
被
保
険

　

者
の
前
年
所
得
に
応
じ
て
負
担
す

　
る「
所
得
割
額
」を
合
計
し
て
、個

　
人
単
位
で
決
定
し
ま
す
。

☆
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま

　
で
の
１
年
間
の
金
額
を
決
定
し
ま

　
す
。（
年
度
途
中
で
新
た
に
被
保
険

　

者
と
な
っ
た
場
合
は
、そ
の
月
か
ら

　
月
割
り
で
計
算
し
ま
す
。）

☆
新
し
い
保
険
料
率
に
よ
る
令
和
６

　

年
度
の
皆
さ
ん
の
保
険
料
額
は
7

　
月
に
決
定
と
な
り
、7
月
中
旬
よ
り

　
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

☆
令
和
５
年
度
に
年
金
か
ら
天
引
き

　
で
納
付
し
た
方
で
も
、今
年
度
か
ら

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
の
納

　
付
に
変
更
と
な
って
い
る
場
合
が
あ

　
り
ま
す
の
で
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
令
和
6・７
年
度
の
保
険
料
率

所
得
割
率　
９
．１
１
％

均
等
割
額　
４
３
，８
０
０
円

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
で
は
、被
保
険
者一人一人
が
保
険
料
を
納
め
、

皆
さ
ん
が
納
め
る
保
険
料
は
医
療
給
付
費
の
大
切
な
財
源
と
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
加
入
者

令
和
６・７
年
度
の
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

※
千
葉
県
内
の
す
べ
て
の
市
町
村
で

均
一
の
保
険
料
率
と
な
り
ま
す
。

※
賦
課
限
度
額　

令
和
６
年
度
：
73
万
円　

令
和
７
年
度
：
80
万
円

（
令
和
５
年
度　
66
万
円
）

※
令
和
５
年
中
の
賦
課
の
も
と
と
な

る
所
得
金
額
が
58
万
円（
公
的
年
金

収
入
額
２
１
１
万
円
相
当
）以
下
の

方
は
、令
和
６
年
度
の
所
得
割
率
が

８
．４
５
％
と
な
り
ま
す
。

﹇
納
付
方
法
﹈

・
金
融
機
関
や
役
場
出
納
室
で
の

　
窓
口
納
付

・
口
座
振
替

・
コ
ン
ビ
ニ
納
付

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
利
用

　
し
た
納
付

※
納
付
場
所
や
取
扱
ス
マ
ホ
決
済
ア

　
プ
リ
な
ど
詳
細
は
決
定
通
知
書
を

　
ご
覧
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
☎
77
‐
３
９
１
２

問

軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計 ) 軽減割率 軽減後の均等割額

43 万円+10万円×（給与・年金所得者の数 -1）※以下の場合 7割軽減 13,140 円／年

43万円+（29.5 万円×世帯内の被保険者数）+10万円×
（給与・年金所得者の数 -1）※以下の場合 5割軽減 21,900 円／年

43万円+（54.5 万円×世帯内の被保険者）+10万円×
（給与・年金所得者の数 -1）※以下の場合 2割軽減 35,040 円／年

保険料の軽減制度
①所得の低い方の均等割額軽減

※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が 2人以上いる場合は、その人数から１を減じた数
　に 10万円を乗じた金額を加えます。
　〇給与収入 (専従者給与を除く )が 55万円を超える。
　〇 65歳以上 (前年の 12月 31日現在 )で公的年金収入 (特別控除額 15万円を差し引いた額 )が 110 万円を超える。
　〇 65歳未満 (前年の 12月 31日現在 )で公的年金収入が 60万円を超える。
注）　所得の申告をされていない方については、軽減の適用を受けるために所得の申告が必要となる場合があります。

（赤字は令和 5年度からの変更点）

②会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料軽減
　後期高齢者医療保険制度加入の前日に会社の健康保険や、共済組合などの被用者保険の被扶養者であっ
た方の ｢均等割額」は、加入した月から2年間のみ 5 割軽減されます。なお、所得割額は、特例措置が軽
減されるため引き続き賦課されません。
※国民健康保険及び国民健康保険組合の被保険者であった方は該当しません。
※ ｢①所得の低い方の均等割額軽減｣ に該当する場合は軽減割合の高い方が優先されます。

犬
や
猫
を
飼
っ
て
い
る
、
飼
う
予
定
が
あ
る
方
へ

千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
動
物
愛
護
事
業
一
覧

無
料
・
要
予
約
（
先
着
10
名
）
・
犬

同
伴
不
可

　
犬
の
正
し
い
飼
い
方
、
し
つ
け
方

に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の

教
室
で
す
。

会
場　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
本
所

（
富
里
市
御
料
７
０
９-

１
）

受
付
時
間　
午
前
9
時
30
分
〜
10
時

講
習
時
間　
午
前
10
時
〜
正
午

内
容　
犬
の
本
能
と
習
性
、
し
つ
け

方
法
の
講
義
、
モ
デ
ル
犬
に
よ
る
デ

モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

日
程

7
月
25
日
㈭
、8
月
22
日
㈭
、

9
月
26
㈭

会
場　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所

（
柏
市
高
柳
１
０
１
８-

６
）

受
付
時
間　
午
後
1
時
〜
1
時
30
分

講
習
時
間　
午
後
1
時
30
分
〜
3
時

30
分

内
容　
犬
の
本
能
と
習
性
、
し
つ
け

方
法
の
講
義

日
程

7
月
9
日
㈫
、8
月
13
日
㈫
、

9
月
10
日
㈫

有
料
・
要
予
約
（
先
着
5
名
）

・
犬
同
伴
可

　
（
公
財
）千
葉
県
動
物
保
護
管
理

協
会
が
実
施
し
て
い
ま
す
。

会
場　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
本
所

日
程　

7
月
4
日
㈭
、8
月
1
日
㈭

9
月
5
日
㈭

会
場　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所

日
程　

7
月
24
日
㈬
、8
月
28
㈬
、

9
月
25
日
㈬

問
合
せ・申
込
み

千
葉
県
動
物
保
護
管
理
協
会　

☎
 ０
４
３-

２
１
４-

７
８
１
４

　
犬
の
し
つ
け
方
に
つ
い
て
知
って
い
た

だ
く
た
め
、Ｙｏｕ
Ｔｕ
ｂｅ
を
通
じ
て
希

望
者
に
動
画
を
配
信
し
て
い
ま
す
。ご

興
味
の
あ
る
方
は
、当
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ

の
ち
ば
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム「
犬
の
し

つ
け
方
教
室（
基
礎
講
座
）動
画
配
信

の
申
し
込
み
」か
ら
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　
県
民
の
方
が
飼
っ
て
い
る
犬
猫
の

新
し
い
飼
い
主
さ
ん
を
探
し
て
い
ま

す
。
詳
細
を
よ
く
お
読
み
に
な
り
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
マ
ッ
チ
ン
グ
は
両
者
間
で
メ
ー
ル

　
に
て
調
整
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
当
セ
ン
タ
ー
が
収
容
し
て
い
る
譲

渡
対
象
の
成
犬
お
よ
び
成
猫
に
つ
い

て
、
適
正
に
最
後
ま
で
飼
っ
て
頂
け

る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
平
日
個
別
に
対
応
し
ま
す
の
で
、

希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
来
所
日

❶
犬
の
し
つ
け
方
教
室
基
礎
講
座

❷
犬
の
し
つ
け
方
教
室
実
技
講
座

❸
犬
の
し
つ
け
方
に
つ
い
て

（
動
画
配
信
）

❹
犬
と
猫
と
の
出
会
い
の
場

❻
夏
休
み
親
子
で
学
ぶ

　
　
　
　

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

▲ちば電子申請
　システム

❺
飼
い
主
募
集
中
‼ 

（
譲
渡
事
業
）

▲犬と猫との
　出会いの場
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